
第６章 照会 
1． 届出又は変更届出に対する照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1）登録事業所確認 

 ○照会の手順 

2）照会への回答入力 

第３章 1．3）届出完了（受領証確認） 

又は 

第４章 1．3）届出完了（受領証確認） 

第３章変更届出 

又は 

第４章取下げ願い 



1) 登録事業所確認 

① 届出または変更届出に対する通知メール（照会）が到着した場合、「ＰＲＴＲ届出システム」

にログインしてください。 

メニューの「1-1．排出量等届出」をクリックします。

② 照会が発生すると事業所一覧にピンク色で表示されます。 

「照会確認」ボタンをクリックします。 

 

  



2) 照会への回答入力 

① 変更不要の場合 

照会内容を確認して、届出の内容を変更する必要がない場合は、理由を入力して、「変

更不要で回答」ボタンをクリックします。資料ファイルを添付することも可能です。 

内容確認画面が表示されたら、「ＯＫ」ボタンをクリックします。 

 

次に確認画面が表示されます。 

 



  

ＯＫボタン ： 

照会処理（完了）画面が表示されます。 

キャンセルボタン： 

照会の回答入力画面へ戻ります。 



照会処理（完了）画面が表示されたら、都道府県等へ照会回答が通知されます。「一覧

へ」ボタンをクリックすると事業所一覧へ戻ります。（整理番号をクリックすると、対応する

届出が表示されます。） 

 

  



事業所一覧は、該当届出がベージュ色表示に変わり、処理状況が「変更不要」と表示さ

れます。 

 

「照会日」欄の「照会回答済」という文字をクリックすると、照会の履歴が別画面で表示さ

れます。過去の照会が全て表示されるのでスクロールバーで確認してください。 

 

照会に対する回答が完了となります。都道府県等からの通知を待ちます。「ＰＲＴＲ届出

システム」をログアウトしてください。  



② 変更届出を提出する場合 

照会内容を確認後、届出内容を変更する場合は、理由（任意）を入力して、「変更届出」

ボタンをクリックします。資料ファイルを添付することも可能です。 

 

 

変更届出の入力については、第３章変更届出を参照してください。 



変更届出作成が完了し、内容確認画面の「この内容で提出する」ボタンをクリックすると、

照会の完了画面が表示されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックすると事業所一覧画面へ戻ります。

 



事業所一覧は、該当届出がベージュ色表示に変わり、届出種別が「変更」、処理状況が

「変更届出」として表示されます。「照会日」欄の「照会回答済」という文字をクリックする

と、照会の履歴が別画面で表示されます。 

 

 

照会に対する回答が完了となります。都道府県等からの通知を待ちます。「ＰＲＴＲ届出

システム」をログアウトしてください。 

  



③ 取下げ願いを提出する場合 

照会内容を確認後、届出を取下げる場合は、理由を入力して、「取下げ願い」ボタンをク

リックします。資料ファイルを添付することも可能です。  

 

取下げ願いの入力については、第４章取下げ願いを参照してください。 

取下げ願いが完了し、内容確認画面の「この内容で提出する」ボタンをクリックすると、

照会の完了画面が表示されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックすると事業所一覧へ戻ります。

 



事業所一覧は該当届出がベージュ色表示に変わり、届出種別が「取下」、処理状況が

「取下げ願い」と表示されます。「照会日」欄の「照会回答済」という文字をクリックすると、

照会の履歴が別画面で表示されます。 

 

照会に対する回答が完了となります。都道府県等からの通知を待ちます。「ＰＲＴＲ届出

システム」をログアウトしてください。 

 



2． 取下げ願いに対する照会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）登録事業所確認 

 ○照会の手順 

2）照会への回答入力 

第４章 1．3）届出完了（受領証確認） 

第４章取下げ願い 



1) 登録事業所確認 

① 取下げ願いに対する通知メール（照会）が到着した場合「ＰＲＴＲ届出システム」にログイン

してください。 

メニューの「1-1．排出量等届出」をクリックします。

照会が発生すると事業所一覧にピンク色で表示されます。 

「照会確認」ボタンをクリックします。 

  



2) 照会への回答入力 

① 変更不要の場合 

照会への回答で変更不要の場合は、第６章 1．2）照会への回答入力①を参照ください。 

 



② 取下げ願い破棄の場合 

（ア）照会の回答として取下げ願いを破棄する場合は、理由を入力して、「取下げ願いの

破棄」ボタンをクリックします。



（イ）内容確認画面が表示されたら、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

 

確認画面が表示されます。 

 

 

ＯＫボタン ：

照会処理（完了）画面が表示されます。

キャンセルボタン：

照会の回答入力画面へ戻ります。



照会処理（完了）画面が表示されたら、都道府県等へ取下げ願いの破棄が通知されま

した。「一覧へ」ボタンをクリックすると事業所一覧へ戻ります。 

 



事業所一覧は該当届出がベージュ色表示に変わり、届出種別が「取下」、処理状況が

「取下げ願いの破棄」と表示されます。「照会日」欄の「照会回答済」という文字をクリック

すると、照会の履歴が別画面で表示されます。 

照会に対する回答が完了となります。都道府県等からの通知を待ちます。都道府県等か

ら取下げ願いの破棄が承諾されると、取下げ願いが提出される前の届出、もしくは変更

届出の状態に戻ります。

 



③ 取下げ願いの修正の場合 

照会内容を確認して、取下げ願いの内容を変更する場合は、「取下げ願いの修正」ボタ

ンをクリックします。資料ファイルを、添付することができます。

 

取下げ願いの作成画面が表示されますので内容を修正してください。第４章取下げ願

いを参照してください。 

  



照会処理（完了）画面が表示されたら、都道府県等へ照会回答が通知されました。「一

覧へ」ボタンをクリックすると事業所一覧へ戻ります。

 


